
（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

【担当課：副首都推進局 副首都推進担当】 

議 題 副首都・大阪の実現に向けた取組について 

日 時 令和８年４月３日（金） 13時 30分 ～ 14時 10分 

場 所 上山信一事務所 

出 席 者 

(特別顧問・特別参与) 

上山特別顧問 

 

(職員等) 

副首都推進局理事、副首都推進担当課長代理 

論 点 
「国家社会機能継続性確保施策の推進及び副首都の整備に関する法

律案」（仮称） 骨子案（ポイント）について 

主 な 意 見 

○ 国が考える「副首都」の方向性について、確認できた。 

○ 副首都の実現に向けては、これまで大阪で議論する中で、素材

は集まってきている。 

結 論 特別顧問のご意見を踏まえ、引き続き検討を進める。 

説明等資料 
「国家社会機能継続性確保施策の推進及び副首都の整備に関する法

律案」（仮称） 骨子案（ポイント） 

備 考  

関 係 所 属 

（ 部 課 ） 
 

 


